
福岡都 市計画地区計画の変更(福岡市決定)

都市計画香推四、 六丁 目地区地区計画を次のよ うに変更する。

名 称 |香椎四、六丁目地区地区計画

位 置 |福岡市東区香織四丁目及び香推六丁目 の各一剖1

面 積|約 2. 0 h a 

区 I I 福岡市東部の 『副都心』と して位置づけられた「香椎地区J

域 I Iは、 JRの香推操車場跡地を中心とした香椎地区副都心整備計

の I I画の実施により 、より 高次な都市機能への移行や、商業・業務

整 I ¥施設の集積が見込まれている。

備¥ I 当地区は、 副都心か ら南東へ約 l切に位置する主要地方道橋

l 地区計画の目標|聞東環状線の沿線であり、 rJ R香推新宮駅j の開設に伴い、

開 I I商業 ・利便施設の集積が進行し つつある。

発

及

び

保

全

今後も 、後背人口の増加等によ り、日常生活品の供給等を目

的と した商業・利便施設の集積が見込まれるため、周辺住宅地

の良好な環境に配慮した健全で良好な市街地環境の形成を図る

ことを目 僚とする。

の |土地利用の方針

方

J R駅前及び幹線道路に面した立地特性を生かし、周辺の住

環境に配慮した健全な利便施設等の集積を図る。

針

建築物 等の | 周辺の良好な住宅地環境との調和を図った健全な利便施設の

整備の方針 |誘導を行う とともに、 良好な市街地環境の形成を図 ることを 自

標として、建築物等の用途の制限を定める。

地 建 建築物等の 建築してはならない建築物は次に 掲げるものとする。

区 築 用途の制限 1 )風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

整 物 第 2条第 1項及び第 6項に掲げる用途に供する建築物

備 等 2 )建築基準法別表第二(へ)項第二号に掲げる工場

計 3 )建築基準法別表第二(と)項第三 号に掲げる工場

画 関

す

る

事

項

f地区計画及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり j

理由

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成 10年

法律第 55号)の施行に伴 う所要の改正を行い、本案のとおり 変更するもので ある。




